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秋田県告示第330号
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定より、次のとおり八峰町長から公
共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　作業の種類
　　公共測量（道路台帳図データ更新）
２　作業を行う地域
　　八峰町全域
３　作業を行う期間
　　平成23年７月１日から平成24年３月23日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第331号
　土地区画整理法（昭和29年法律第109号）第103条第３項の規定により、横手都市計画事業駅西地区土地区画整理事業
施行者横手市代表者横手市長五十嵐忠悦から土地区画整理事業施行地区内の土地について平成23年７月15日換地処分を
した旨の届出があったので、同条第４項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第332号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成23年７月５日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　株式会社田代建設
　　大館市早口字堤の沢55番地
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　　代表取締役　菅　原　伸　二
　　秋田県知事許可（般−20）第20178号
３　処分の内容
　　管工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成23年７月５日付けで管工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第333号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　道路の区域

２　道路の区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　北秋田地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成23年７月22日から同年８月４日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第334号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　供用開始の区間

２　供用開始の期日　平成23年７月22日
３　供用開始の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　雄勝地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成23年７月22日から同年８月４日まで

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、特定非営利活動法人を設立しようとする
者から次のとおり設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　申請のあった年月日
　　平成23年７月１日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人　スポーツコミュニケーション
３　代表者の氏名

道路の
種　類 旧新別 路線名 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

（メートル）
延長

（キロメートル）

県　道

旧 白沢田代
線

大館市山瀬字山瀬215番地先から山田字茂屋屋布後
25番１地先まで 6.00～47.70 0.263

新 白沢田代
線

Ａ 大館市山瀬字山瀬215番地先から山田字茂屋屋
布後25番１地先まで 6.00～47.70 0.263

Ｂ 〃 7.00～70.10 0.256

道路の種類 路 線 名 区　　　　　　　　　　間

一般国道 398号 湯沢市字山谷248番３から269番３まで

公 告
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　　小　林　博　典
４　主たる事務所の所在地
　　秋田市御野場八丁目７番１号
５　定款に記載された目的
　　この法人は、児童から青少年に対して、スポーツ指導及びスポーツ教室に関する事業を行い、スポーツ活動の普及

及び選手の育成、子どもの健全な成長、健康増進に寄与することを目的とする。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、特定非営利活動法人から次のとおり定款
変更の認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　申請のあった年月日
　　平成23年６月30日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人　かづのふるさと学舎
３　代表者の氏名
　　湯　瀬　政　弘
４　主たる事務所の所在地
　　秋田県鹿角市十和田大湯字白沢45番地１
５　定款に記載された目的
　　この法人は、田舎暮らしを望む都市近郊住民等の、鹿角市での交流居住と地域住民との交流や調和を促進するため

の事業を行い、地域経済の活性化と社会の利益の増進に寄与することを目的とする。
６　定款の変更内容
　　理事の定数
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６
第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　入札に付する事項
　⑴　購入物品の名称及び数量
　　　航空灯火用配光測定装置　１台
　⑵　購入物品の仕様等
　　　入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。
　⑶　納入期限
　　　平成24年３月９日（金）
　⑷　納入場所
　　　秋田県秋田空港管理事務所
２　入札に参加する者に必要な資格等
　⑴　入札に参加する者に必要な資格
　　ア　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。
　　イ　秋田県が発注する物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有すること。
　　ウ　入札書により入札に参加する場合は、当該調達契約に係る入札説明書の交付を受けていること。
　　エ　秋田県物品等調達支払管理システム（電子情報処理組織（物品等の調達に関する事務を処理するためのものに

限る。）を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以下
「調達システム」という。）により入札に参加する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成
13年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１項第１号に規定する電子証明書の発行を受けているこ
と。

　⑵　⑴イの資格に係る申請
　　　⑴イの資格のない者で調達システムにより入札に参加を希望するものは、秋田県電子業者登録システム（電子情

報処理組織（競争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。）を使用して知事が
指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。）により平成23年７月28日（木）ま
でに申請すること。



−４−

３　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先
　　　郵便番号010−0951　秋田市山王四丁目１番２号
　　　秋田県出納局総務事務センター（電話番号018−860−2743）
　⑵　調達システム（http://www.itemsupply.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay）によ

り契約条項を表示し、並びに入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる。
　⑶　入札説明書及び仕様書の交付方法
　　　秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条第１項に規定する県の休日を除き、平成23年７

月22日（金）から同年８月30日（火）までの期間、⑴の場所において随時交付する。
　⑷　入札説明書及び仕様書に係る電磁的記録を利用することができる方法
　　　平成23年７月22日（金）から同年８月30日（火）までの期間、調達システムにより利用することができる。
４　入札執行の日時及び場所
　　平成23年９月５日（月）午前10時
　　秋田市山王四丁目１番２号　秋田県出納局総務事務センター
５　入札保証金
　　秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。
６　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札の方法
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載され、又は入札に係る電磁的記録に記録された金額に当該金額の100分の

５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を
もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は入札に係る電磁的記録に記録
すること。

　⑶　入札の無効
　　　秋田県財務規則第166条に規定するところによる。
　⑷　落札者の決定方法
　　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札となるべき同

価の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定する。
　⑸　契約書作成の要否
　　　要
　⑹　提出書類等
　　　入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載され、並びにこれらに係る

電磁的記録に記録された必要資料等を提出すること。
　⑺　その他
　　　詳細は、入札説明書及びこれに係る電磁的記録による。
７　概要
　　Summary
　　⑴　Nature　and　quantity　of　item　to　be　purchased：Light　Distribution　Intensity　Measuring　
　　　Device　For　Aviation　Light
　　⑵　Time-limit　of　tender：10:00　Ａ.Ｍ.　５　September，2011　　　
　　⑶　Contact　point　for　the　notice：General　Administration　Center，Bureau　of　Treasury，Akita
　　　Prefectural　Government，４−１−２　Sanno，Akita　City，Akita　Prefecture　010−0951，Japan　TEL
　　　018−860−2743
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６
第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　入札に付する事項
　⑴　契約の名称及び数量
　　　ヘリコプターテレビシステム機上機器搭載に伴うヘリコプター機体改修　１式
　⑵　契約内容等
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　　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契約期間
　　　契約締結の日から平成24年３月15日まで。
　⑷　履行の場所
　　　別途指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格
　⑴　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。
　⑵　当該委託契約に係る入札説明書の交付を受けていること。
３　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先
　　　郵便番号010−0951　秋田市山王四丁目１番５号
　　　秋田県警察本部会計課（電話番号018−863−1111）
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付方法
　　　秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条第１項に規定する県の休日を除き、平成23年７

月22日（金）から同年８月30日（火）までの期間、⑴の場所において随時交付する。
４　入札執行の日時及び場所
　　平成23年９月１日（木）午前11時
　　秋田県警察本部３階第２会議室
５　入札保証金
　　秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。
６　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札の方法
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。

　⑶　入札の無効
　　　秋田県財務規則第166条に規定するところによる。
　⑷　落札者の決定方法
　　　予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価

の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより決定する。
　⑸　契約書作成の要否
　　　要
　⑹　提出書類等
　　　入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載された必要資料等を提出す

ること。
　⑺　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
７　概要
　　Summary
　　１　A　total　modification　of　helicopter　airframe　in　order　to　install　an　airborne　television　
　　　　system
　　２　Time-limit　of　tender：11:00　Ａ.Ｍ.　１　September，2011
　　３　Contact　point　for　the　notice：Finance　Section，Police　Administration　Department，Akita　
　　　　Prefectural　Police　Headquarters，４−１−５　Sanno，Akita　City，Akita　Prefecture　010−0951　
　　　　Japan　TEL　018−863−1111　ext．2247　(Japanese　only)
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成23年７月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久



教 育 委 員 会 規 則

１　落札に係る契約の名称及び数量
　　秋田県警察総合情報システムのネットワーク機器賃貸借　１式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　秋田県警察本部会計課　秋田市山王四丁目１番５号
３　落札者を決定した日
　　平成23年７月８日
４　落札者の名称及び住所
　　シスコシステムズキャピタル株式会社　東京都港区赤坂九丁目７番１号
５　落札金額
　　月額　775,950円
６　契約の相手方を決定した手続き
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成23年５月24日

秋 田 県 立 高 等 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 三 年 七 月 二 十 二 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 教 育 委 員 会 委 員 長　 北　 林　 真 知 子

秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号

　 　 　 秋 田 県 立 高 等 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 立 高 等 学 校 学 則 （ 平 成 元 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 ㈠ の 表 秋 田 県 立 秋 田 高 等 学 校 の 項 中 「 八 四 ○ 」 を 「 八 ○ ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 大 館 鳳 鳴 高 等 学 校 の 項 中 「 六

八 〇 」 を 「 六 四 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 横 手 高 等 学 校 の 項 中 「 六 八 ○ 」 を 「 六 四 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 大 館 桂 高

等 学 校 の 項 中 「 三 六 ○ 」 を 「 三 四 五 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 能 代 北 高 等 学 校 の 項 中 「 二 八 ○ 」 を 「 二 四 ○ 」 に 、 「 七

五 」 を 「 四 ○ 」 に 、 「 四 ○ 」 を 「 八 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 大 曲 高 等 学 校 の 項 中 「 五 二 ○ 」 を 「 四 八 ○ 」 に 改 め 、 同

表 秋 田 県 立 角 館 南 高 等 学 校 の 項 中 「 三 一 五 」 を 「 二 九 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 小 坂 高 等 学 校 の 項 中 「 二 一 ○ 」 を 「 一

七 五 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 大 曲 農 業 高 等 学 校 の 項 中 「 一 一 五 」 を 「 一 一 ○ 」 に 、 「 三 四 五 」 を 「 三 三 ○ 」 に 改 め 、 同

表 秋 田 県 立 増 田 高 等 学 校 の 項 中 「 一 一 五 」 を 「 一 一 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 六 郷 高 等 学 校 の 項 中 「 三 一 五 」 を 「 二 八

○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 羽 後 高 等 学 校 の 項 中 「 三 三 ○ 」 を 「 三 一 五 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 秋 田 南 高 等 学 校 の 項 中

「 八 ○ ○ 」 を 「 七 六 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 由 利 工 業 高 等 学 校 の 項 中 「 一 一 五 」 を 「 一 一 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立

雄 勝 高 等 学 校 の 項 中 「 二 六 五 」 を 「 二 四 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 男 鹿 工 業 高 等 学 校 の 項 中｢ 一 一 五｣ を 「 一 一 ○ 」 に 改

め 、 同 表 秋 田 県 立 大 館 高 等 学 校 の 項 中 「 二 四 ○ 」 を 「 二 三 ○ 」 に 、 「 一 二 ○ 」 を 「 一 一 五 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 平 成

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

高 等 学 校 の 項 中 「 一 四 ○ 」 を 「 一 ○ 五 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 男 鹿 海 洋 高 等 学 校 の 項 中　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　
　 　 　 　 「

　 　 　

を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 横 手 清 陵 学 院 高 等 学 校 の 項 中 「 二 三 ○ 」 を 「 二 二

　 　

」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立 大 館 国 際 情 報 学 院 高 等 学 校 の 項 中 「 三 二 ○ 」 を 「 三 六 ○ 」 に 、 「 二 八 ○ 」 を 「 二 四 ○ 」 に 改

め 、 同 表 秋 田 県 立 秋 田 北 鷹 高 等 学 校 の 項 中 「 七 六 ○ 」 を 「 六 八 ○ 」 に 、 「 一 一 五 」 を 「 一 一 ○ 」 に 改 め 、 同 表 秋 田 県 立

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

専 攻 科 二 年 一 〇

専 攻 科 二 年 一 〇

専 攻
科

機 関
科

二 年 一 〇

商 業 科 〃 七 ○

情 報 処 理

科

〃 七 ○

総 合 ビ ジ

ネ ス 科

〃 七 ○

電 子 機 械

科

〃 一 四 ○

工 業 技 術

科

〃 七 ○
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湯 沢 翔 北 高 等 学 校 の 項 中 「 三 ○ 五 」 を 「 二 六 五 」 に 改 め 、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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